
《
廿
日
市
市
議
会
》

令
和
元
年
12
月
定
例
会

（
12
月
３
日
～
12
月
19
日
）

議
案
21
件
、
報
告
３
件
、
意
見
書
２
件
、

所
管
事
務
調
査
、(

決
算
認
定
等
16
件)

私
の
一
般
質
問
（
12
月
４
日
）

１
．
再
犯
防
止
推
進
計
画
等
へ
の
対

応
に
つ
い
て

（背
景
）

・
先
般
、
広
島
県
社
会
福
祉
士
会
主
催

で
「
経
済
的
困
窮
と
社
会
的
孤
立
、
そ

し
て
罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
や
高

齢
者
の
社
会
生
活
を
支
え
る
地
域
の

仕
組
み
を
ど
う
作
る
か
」
と
い
う
社
会

福
祉
政
策
勉
強
会
が
あ
っ
た
。

・
概
略
は
、
犯
罪
件
数
は
大
幅
に
減
少

し
て
い
る
が
、
再
犯
件
数
比
率
は
高
く

な
っ
て
お
り
、
国
が
再
犯
防
止
法
第
８

条
で
地
方
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
定

め
る
よ
う
地
方
自
治
体
に
努
力
義
務

を
課
し
て
お
り
、
広
島
県
、
広
島
市
も

来
年
度
制
定
で
き
る
よ
う
に
準
備
し

て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

（質
問
）
林

た
だ
ま
さ

経
済
的
困
窮
と
社
会
的
孤
立
が
問

題
で
あ
り
、
こ
う
し
た
方
々
の
社
会
生

活
を
支
え
る
仕
組
み
を
ど
う
作
る
か

が
課
題
で
あ
る
が
、
次
の
点
に
つ
い
て

市
の
考
え
を
問
う
。

①

再
犯
件
数
の
実
態
は
ど
う
か
。

②

再
犯
防
止
推
進
計
画
制
定
努
力
義

務
の
受
け
取
り
方
は
ど
う
か
。

③

福
祉
計
画
等
の
既
存
計
画
と
の
整

合
性
は
ど
う
か
。

④

再
犯
防
止
推
進
計
画
制
定
の
見
通

し
は
ど
う
か
。

（答
弁
）
中
川

福
祉
保
健
部
長

①

本
市
に
お
け
る
平
成
30
年
中
の

刑
法
犯
（
20
歳
以
上
）
の
検
挙
人
数
は

137
人
、
そ
の
内
、
再
犯
者
は
64
人
で

あ
り
、
46.7
％
が
再
犯
に
よ
る
犯
罪
で

あ
る
。
（
全
国
の
傾
向
に
近
い
。
）

②

平
成
29
年
に
国
が
策
定
し
た
「
再

犯
防
止
推
進
計
画
」
は
本
市
が
取
り
組

み
を
進
め
て
い
る
地
域
共
生
社
会
の

実
現
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
生
き
づ

ら
さ
」
を
抱
え
た
人
を
包
み
込
み
支
え

あ
う
地
域
社
会
づ
く
り
と
合
致
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
市
に
お

け
る
再
犯
防
止
に
向
け
た
方
向
性
を

明
確
に
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

③

現
在
、
福
祉
保
健
部
が
所
管
す
る

既
存
の
個
別
計
画
は
、
直
接
、
再
犯
防

止
の
視
点
を
踏
ま
え
た
施
策
は
な
い

が
、
住
宅
困
窮
者
に
向
け
た
施
策
を
推

進
し
、
知
的
障
が
い
、
精
神
的
障
が
い

の
あ
る
人
等
へ
の
就
労
に
関
す
る
相

談
窓
口
の
充
実
や
、
市
内
事
業
所
へ
の

障
が
い
に
対
す
る
理
解
促
進
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
罪
を
犯
し
た
人
で
あ
る

か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
支
援

が
必
要
な
人
に
は
、
本
人
の
意
向
や
状

態
に
応
じ
た
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

④

本
市
に
お
け
る
再
犯
防
止
推
進
計

画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

取
組
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
国
や
広
島
県

の
動
き
、
ま
た
地
域
の
状
況
把
握
に
努

め
る
と
と
も
に
、
来
年
度
、
策
定
す
る

「
第
３
期
地
域
福
祉
計
画
」
に
お
い
て
、

再
犯
防
止
の
観
点
も
取
り
入
れ
た
い
。
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２
．
任
期
付
職
員
等
の
正
規
職
員
へ

の
登
用
に
つ
い
て

（質
問
）
林

た
だ
ま
さ

こ
れ
ま
で
も
任
期
付
職
員
等
の
正

規
職
員
へ
の
登
用
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
っ
た
が
、
正
規
職
員
採
用
試
験
に
合

格
し
な
い
と
採
用
で
き
な
い
と
い
う

答
弁
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
入
札
の
際

の
総
合
評
価
方
式
の
よ
う
に
、
職
員
採

用
試
験
に
お
い
て
任
期
付
職
員
等
の

実
績
を
考
慮
す
る
か
、
任
期
付
職
員
等

の
枠
を
設
定
し
て
は
ど
う
か
。

社
会
人
枠
は
民
間
で
の
経
験
を
生

か
す
と
い
う
事
で
意
味
が
あ
る
が
、
任

期
付
職
員
等
の
実
務
能
力
を
評
価
し

て
い
く
事
も
効
果
的
な
採
用
に
繋
が

り
、
ま
た
任
期
付
職
員
等
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
も
上
が
る
と
思
わ
れ
る
。
改
め

て
、
任
期
付
職
員
等
の
正
規
職
員
へ
の

登
用
に
つ
い
て
市
の
考
え
を
問
う
。

（答
弁
）
中
野

総
務
部
長

本
市
の
正
規
職
員
の
採
用
は
、
地
方

公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
試
験

等
に
よ
る
採
用
と
平
等
取
扱
い
の
原

則
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
職

員
採
用
試
験
に
お
い
て
、
任
期
付
職
員

等
の
勤
務
実
績
を
も
っ
て
、
正
規
職
員

へ
の
優
先
権
や
枠
を
設
け
る
な
ど
条

件
を
異
な
る
も
の
に
す
る
事
は
、
疑
義

を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。

近
年
、
正
規
職
員
の
職
員
採
用
申
込

者
が
減
少
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
今

後
も
よ
り
多
く
の
方
に
受
験
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
任
期
付

職
員
だ
け
で
な
く
、
来
年
度
か
ら
制
度

運
用
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
も

含
め
、
正
規
職
員
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

受
験
を
拒
む
も
の
で
は
な
く
、
積
極
的

に
受
験
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
案

内
し
て
い
く
。

（
再
質
問
で
、
社
会
人
枠
を
応
用
で
き

な
い
か
質
疑
し
た
が
、
こ
の
枠
は
合
併

経
緯
も
あ
り
民
間
経
験
者
に
限
定
と

い
う
答
弁
で
あ
っ
た
。）

３
．
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
導
入
に

つ
い
て

（背
景
）

・
国
で
は
、
平
成
26
年
10
月
17
日
に

国
家
公
務
員
の
女
性
活
躍
と
ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
の
取
組
指
針

を
決
定
。

・
平
成
27
年
８
月
６
日
の
人
事
院
勧

告
時
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
平

成
28
年
４
月
１
日
か
ら
導
入
勧
告
。

・
概
要
は
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
原

則
、
対
象
は
全
職
員
、
月
曜
日
か
ら
金

曜
日
ま
で
の
毎
日
５
時
間
の
コ
ア
タ

イ
ム
の
あ
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
。

・
そ
の
後
、
自
治
体
に
お
い
て
は
愛
知

県
豊
田
市
、
東
京
都
、
横
浜
市
が
導
入
。

・
更
に
、
大
阪
府
寝
屋
川
市
が
全
国
の

自
治
体
で
初
め
て
完
全
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
を
今
年
の
10
月
１
日
導
入
。

（質
問
）
林

た
だ
ま
さ

こ
れ
ま
で
、
一
般
質
問
で
本
市
に
民

間
と
同
様
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

導
入
の
質
疑
に
対
し
、
国
が
女
性
の
働

き
方
改
革
の
一
環
で
前
向
き
に
検
討

し
て
お
り
、
今
後
の
国
や
他
自
治
体
の

動
向
も
踏
ま
え
検
討
し
て
い
く
と
の

答
弁
で
あ
っ
た
。

国
や
他
自
治
体
の
導
入
事
例
も
あ

り
、
本
市
に
お
い
て
も
窓
口
業
務
の
委

託
化
が
進
み
、
導
入
環
境
は
整
っ
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。
業
務
に
差
し
支
え
な

い
範
囲
で
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ

せ
た
時
間
で
業
務
が
で
き
れ
ば
、
業
務

効
率
向
上
と
時
間
外
削
減
に
も
繋
が

る
と
思
わ
れ
る
。
改
め
て
、
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ
ム
制
の
導
入
に
つ
い
て
市
の

考
え
を
問
う
。

（答
弁
）
中
野

総
務
部
長

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
メ
リ
ッ

ト
は
十
分
認
識
し
て
い
る
が
、
導
入
す

る
た
め
に
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
安
定

的
な
供
給
に
支
障
を
来
た
さ
な
い
よ

う
な
運
営
を
行
う
事
、
現
在
の
勤
務
管

理
シ
ス
テ
ム
が
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
に
対
応
し
て
な
い
事
な
ど
の
課
題

が
あ
る
。

今
後
、
既
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

を
導
入
し
て
い
る
他
市
の
運
用
や
導

入
効
果
を
調
査
・
研
究
し
、
職
員
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
働
き
方
の

実
現
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋

が
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
制

度
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

あ
と
が
き

今
回
の
一
般
質
問
で
取
り
上
げ
た

「
再
犯
防
止
推
進
計
画
制
定
」
で
は
一

部
と
は
言
え
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
の

再
犯
率
が
高
い
実
態
に
ど
う
向
き
合

う
か
悩
ん
だ
。
し
か
し
、
経
済
的
困
窮
、

社
会
的
孤
立
か
ら
、
社
会
生
活
を
支
援

す
る
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
と
思
い

取
り
上
げ
た
。
本
市
も
既
存
計
画
で
も

対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

十
分
機
能
で
き
て
な
い
。
来
年
度
策
定

す
る
「
第
３
期
地
域
福
祉
計
画
」
で
改

め
て
、
再
犯
防
止
の
観
点
も
取
り
入
れ

る
と
い
う
事
に
な
り
、
こ
う
し
た
方
々

へ
の
受
け
入
れ
対
応
が
更
に
前
進
す

る
も
の
と
思
い
ま
す
。



。


